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�愛媛県告示第５６２号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番地２６号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２２年１１月８日、平成２２年１１月１５日、平成２２年１１月２２日の３

日間

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山

５ 受講料

１８，０００円
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�愛媛県告示第５６３号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番地２６号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２２年１１月８日、平成２２年１１月１５日、平成２２年１１月２２日の３

日間

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山

５ 受講料

１８，０００円
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�愛媛県告示第５６４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海機船船びき網漁業の許可又は起業の認可を申請すべ

き期間を次のように定める。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年５月１１日から５月２４日まで
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�愛媛県告示第５６５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基準点現況調査及び電子基準点現地調

査）

２ 作業期間 平成２２年６月１日から

平成２２年９月３０日まで

３ 作業地域 八幡浜市、大洲市、西予市、久万高原町、砥部町、

内子町、伊方町
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�愛媛県告示第５６６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２２年５月１１日

�愛媛県告示第５６１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

公立学校共済組
合三島医療セン
ター

四国中央市中之庄町１６８４
番地２

公立学校共済組
合

平成２５年
３月３１日
まで
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愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（１／１，０００、１／２，５００、１／１０，０００地

形図作成）

２ 作業期間 平成２２年５月１１日から

平成２２年９月３０日まで

３ 作業地域 松山市都市計画区域内
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�愛媛県告示第５６７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、今治市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量）

２ 作業期間 平成２２年５月１１日から

平成２３年３月３１日まで

３ 作業地域 今治市

�愛媛県告示第５６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定による

都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画公園事業

９・６・１愛媛県営総合運動公園

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

愛媛県松山市上野町及び西野町並びに伊予郡砥部町上原町、

原町及び宮内 地内

� 使用の部分

なし
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�愛媛県告示第５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第５７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年５月１１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠久万線
伊予郡砥部町満穂６４８番４から

同町満穂６５１番４まで

旧 ４．５～２２．０ ０．２５１

新 ４．９～５５．５ ０．２６６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第６号

平成２２年４月２７日
伊予市宮下字磯�１８０３番４

伊予市上野２４０番地１

有限会社オンリーランバー
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